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第６回 用地買収問題シリーズ研修会

第２講

旧民法から現行民法に至る相続適用法の変遷と
相続人調査の方法

（一社）静岡県公共嘱託登記司法書士協会

トウキツネ 法務省 相続登記促進イメージキャラクター



新民法以降（現行民法）の相続

● 相続における法律は、大きく分けて３つ

◇ 「応急措置法」（日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律）とは

日本国憲法施行～現行民法（新民法）施行までの期間、
応急措置的に 旧民法の相続規定を一部修正したもの

男女平等・家督相続の廃止・法定相続分・遺留分 等

● 法律は、相続開始時の法律を適用するのが原則



● 相続における法律は、大きく分けて３つ

◇ 「応急措置法」（日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律）とは

日本国憲法施行～現行民法（新民法）施行までの期間、
応急措置的に 旧民法の相続規定を一部修正したもの

男女平等・家督相続の廃止・法定相続分・遺留分 等

● 法律は、相続開始時の法律を適用するのが原則

新民法以降（現行民法）の相続



● 相続における法律は、大きく分けて３つ

◇ 「応急措置法」（日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律）とは

日本国憲法施行～現行民法（新民法）施行までの期間、
応急措置的に 旧民法の相続規定を一部修正したもの

男女平等・家督相続の廃止・法定相続分・遺留分 等

● 法律は、相続開始時の法律を適用するのが原則

新民法以降（現行民法）の相続



● 相続における法律は、大きく分けて３つ

◇ 「応急措置法」（日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律）とは

日本国憲法施行～現行民法（新民法）施行までの期間、
応急措置的に 旧民法の相続規定を一部修正したもの

男女平等・家督相続の廃止・法定相続分・遺留分 等

● 法律は、相続開始時の法律を適用するのが原則

新民法以降（現行民法）の相続



新民法以降（現行民法）の相続
新民法以降の民法の改正

代襲相続とは？

兄弟姉妹の代襲相続

被相続人が死亡した時に、本来相続人となるはずであった者（子など）が
既に（先に）死亡しているなどの理由で、
本来相続人になるはずであった者の子（孫など）が
その代わりに相続人となること

（被相続人）Ａ 令和３年 死亡

（Ａの子）Ｂ 平成２９年 死亡

（Ｂの子）Ｃ Ｃが（Ｂに代わって）Ａの相続人となる。

襲
①おそう。おそいかかる。
②つぐ。受けつぐ。引きつぐ。
あとをつぐ。
「襲名」「世襲」など

被代襲者が、子の場合 ⇒ 代襲は無制限（再代襲、再々代襲� ）
（孫⇒曾孫⇒玄孫⇒来孫⇒昆孫⇒仍孫⇒雲孫� ）



新民法以降（現行民法）の相続

常に相続人 第１順位の

相続人 
第２順位の

相続人 
第３順位の相続人 

配偶者 子（※１） 親等の近い

直系尊属 
兄弟姉妹 

代襲相続は

無制限に適

用（曾孫以

下にも） 

相 続 の 開始

（被相続人の

死亡）の日 

昭和 56 年 1
月 1 日以降 

代襲相続の適用は被

相続人の甥姪に限定

（※２） 
昭和 55 年 12
月 31 日以前 

代襲相続は無制限に

適用（被相続人の甥

姪の子以下にも） 
 

新民法以降の民法の改正

昭和56年1月1日以降（現在） ・・・ 代襲は１回のみ
昭和55年12月31日以前 ・・・ 代襲は無制限に適用

相続の開始が 昭和��年�月�日 から 現在

兄弟姉妹の代襲相続



新民法以降（現行民法）の相続

（被）Ａ妻

乙

甲

昭和56年
死亡

昭和52年
死亡

乙は相続人となる

直系尊属はＡより先に全員死亡

子（孫）なし

兄弟姉妹の代襲相続



新民法以降（現行民法）の相続

（被）Ａ妻

妻

丙

乙

甲

昭和56年
死亡

昭和52年
死亡

昭和53年
死亡

丙は相続人にならない

直系尊属はＡより先に全員死亡

子（孫）なし

昭和56年1月1日以降（現在） ・・・ 代襲は１回のみ
（兄弟姉妹の再代襲なし）

昭和55年12月31日以前 ・・・ 代襲は無制限に適用

兄弟姉妹の代襲相続

姪孫または又甥もしくは又姪
てっそん またおい まためい



新民法以降（現行民法）の相続

（被）Ａ妻

妻

丙

乙

甲

昭和55年
死亡

昭和52年
死亡

昭和53年
死亡

丙は相続人となる

直系尊属はＡより先に全員死亡

子（孫）なし

昭和
昭和55年12月31日以前 ・・・ 代襲は無制限に適用

兄弟姉妹の代襲相続

姪孫または又甥もしくは又姪



新民法以降（現行民法）の相続

（被）Ａ妻

丙

乙

甲

昭和56年
死亡

昭和52年
死亡

昭和57年
死亡

乙は相続人となった後、死亡している。
その後、乙の相続が開始しているため、
妻と子の丙が（２次相続の）相続人となる。

直系尊属はＡより先に全員死亡

子（孫）なし

妻

数次相続の場合

姪孫または又甥もしくは又姪



新民法以降（現行民法）の相続

戸籍の収集

戸籍上で相続人全員を特定するためにはどこまで収
集が必要か。

【出生から死亡までの一連の戸籍収集が必要な者】
①被相続人

②兄弟姉妹が相続人となる場合の、父母双方

③代襲相続の場合の被代襲者
＞子を代襲して孫が相続人となる場合の子
＞兄弟姉妹を代襲して甥姪が相続人となる場合の兄弟姉妹

④数次相続の場合、第２順位以降の被相続人
さらにその相続人について②③・・・繰り返し



新民法以降（現行民法）の相続
戸籍の収集 （子と配偶者が相続人）

（被）Ａ

乙

甲

丙

① Ａの出生～死亡までのすべての戸籍

② 甲、乙、丙の現在の戸籍

生存

生存 生存

＊抄本（一部事項証明書）でよい
＊Ａ死亡後の日付であること



新民法以降（現行民法）の相続

戸籍の収集 （直系尊属が相続人）

（被）Ａ

②（相続人となる）父母双方または一方の直近の戸籍

③ 父母双方が死亡の場合
（相続人となる）祖父母の直近の戸籍

父 母

祖
父

祖
母

祖
父

祖
母

① Ａの出生～死亡までのすべての戸籍



新民法以降（現行民法）の相続

戸籍の収集 （兄弟姉妹が相続人となる場合）

② 父母双方の出生～死亡までのすべての戸籍

④ 兄、弟の現在の戸籍

① Ａの出生～死亡までのすべての戸籍

（被）Ａ弟

父 母

兄

③ 父母の年齢によっては祖父母以上の戸籍



新民法以降（現行民法）の相続

戸籍の収集 （数次相続・代襲相続がある場合）

② 甲の出生～死亡（婚姻）まで戸籍

④ Ｂ，Ｃの現在の戸籍

① Ａの出生～死亡までの戸籍

（被）Ａ 甲

乙 丙

Ｃ

Ｂ

Ｅ

Ｄ

Ａの後に死亡

Ａの後に死亡 Ａより先に死亡

③ 乙の出生～死亡まで戸籍

⑥ Ｅの現在の戸籍 （※Ｄは相続人でない）
⑤ 丙の出生～死亡まで戸籍

かつ
甲より前に死亡

（※甲の相続についてはＢは相続人でない）



常に相続人 第１順位の相続人 第２順位の相続人 第３順位の相続人 
配偶者 子（※） 親等の近い直系尊属 兄弟姉妹 

代襲相続は無制限に適

用（曾孫以下にも） 
代襲相続は不適用 

 

応急措置法に基づく相続
応急措置法に基づく相続人の順位

相続の開始が 昭和��年�月�日 から 昭和��年��月��日 まで

⇒昭和23年1月1日（新民法）～昭和55年12月31日まで
・・・（兄弟姉妹の）代襲も無制限に適用

⇒昭和56年1月1日以降（現在） ・・・（兄弟姉妹の） 代襲は１回のみ

相続人が多くなりすぎて…



旧民法に基づく相続人‐家督相続

「家」とは

家とは、その団体員の一人を中心人物とし、その中心人物と
他の者との権利義務によって法律上連結された親族団体

家の構成員

家の長である１名の「戸主」と、戸主以外の「家族」で構成

家督相続・・・戸主の相続

家の財産を長である１名の戸主に集中し承継させ、家を維持管理し
家族の生活保障を目的とした制度

現行の相続、遺産相続については、相続人が複数名となる場合が
あるが、家督相続人は必ず１名である。



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続の開始原因

●死亡

●隠居

●入夫婚姻（入夫が戸主となるもの）

●婚姻又は養子縁組の取消による去家、入夫の離婚

●国籍喪失



旧民法に基づく相続人‐家督相続

隠居
●戸主は、満６０歳に達すると隠居し、自分はその家族と
なることができた。

●女戸主は、年齢に関係なく隠居することができた。

●隠居には、家督相続人の同意が必要であった。

●隠居は、届け出により効力が発生した。

（法定隠居）
戸主が隠居をせず婚姻によって他家に入ろうとして、
その届出が受理されたときは、婚姻の日に隠居した

ものとみなされた。



旧民法に基づく相続人‐家督相続

入夫婚姻

● 妻が夫の家に入る通常の婚姻でなく、
女戸主である妻が夫（入夫）を迎える婚姻のこと

● 入夫は妻の家に入り、入夫がその家の戸主となる。
→家督相続が発生



旧民法に基づく相続人‐家督相続

入夫婚姻

● 妻が夫の家に入る通常の婚姻でなく、
女戸主である妻が夫（入夫）を迎える婚姻のこと

● 入夫は妻の家に入り、入夫がその家の戸主となる。
→家督相続が発生

●ただし、例外あり（家督相続は発生しない）
① 婚姻当時、入夫が戸主となることについて
反対の意思を表示した場合⇒女戸主のままとなる。

（旧民法施行～大正３年戸籍法改正以前）

②大正３年戸籍法改正以降
入夫婚姻の届書に夫が戸主となる旨の記載がなければ、
妻が女戸主のままである扱い。



旧民法に基づく相続人‐家督相続

入夫婚姻

● 妻が夫の家に入る通常の婚姻でなく、
女戸主である妻が夫（入夫）を迎える婚姻のこと

● 入夫は妻の家に入り、入夫がその家の戸主となる。
→家督相続が発生

●ただし、例外あり
① 婚姻当時、入夫が戸主となることについて
反対の意思を表示した場合⇒女戸主のままとなる。

（旧民法施行～大正３年戸籍法改正以前）

②大正３年戸籍法改正以降
入夫婚姻の届書に夫が戸主となる旨の記載がなければ、
妻が女戸主のままである扱い。

→家督相続は発生しない

入夫たる戸主の戸主ト為リタル原因及年月日欄
「入夫婚姻ニ因リ明治ＯＯ年Ｏ月Ｏ日戸主ト為ル同日届出同日受附㊞」

入夫たる戸主の事項欄

「Ｏ郡Ｏ村Ｏ番地戸主ＯＯＯ男大正Ｏ年Ｏ月Ｏ日ＯＯト入夫婚姻届出同日入籍戸主
ト為ル㊞」



旧民法に基づく相続人‐家督相続

入夫婚姻

● 妻が夫の家に入る通常の婚姻でなく、
女戸主である妻が夫（入夫）を迎える婚姻のこと

● 入夫は妻の家に入り、入夫がその家の戸主となる。
→家督相続が発生

●ただし、例外あり（家督相続は発生しない）
① 婚姻当時、入夫が戸主となることについて
反対の意思を表示した場合⇒女戸主のままとなる。

（旧民法施行～大正３年戸籍法改正以前）

②大正３年戸籍法改正以降
入夫婚姻の届書に夫が戸主となる旨の記載がなければ、
妻が女戸主のままである扱い。

女戸主の事項欄「入夫と婚姻した旨」



旧民法に基づく相続人‐家督相続

入夫婚姻

● 妻が夫の家に入る通常の婚姻でなく、
女戸主である妻が夫（入夫）を迎える婚姻のこと

● 入夫は妻の家に入り、入夫がその家の戸主となる。
→家督相続が発生

●婿養子縁組との違いに注意
入夫は、戸主にはなるが、
妻の父母と養子縁組をするわけではないので、
妻の父母の相続人とはならない。



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

第２順位 指定家督相続人

第３順位 第１種 選定家督相続人

第４順位 第２種 法定家督相続人
⇒家族である直系尊属

第５順位 第２種 選定家督相続人

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで

直系卑属が複数いる場合は以下の順位

① 被相続人と親等の近いもの（子が孫より優先）
② 親等が同じ場合は男子が優先（姉よりも長男である弟が優先）
③ 親等と性別が同じ場合は嫡子が優先

（年長の庶子より年下の嫡子が優先）
④ 上記の条件が同じ場合は年長者が優先



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

第２順位 指定家督相続人

第１種法定家督相続人がいない場合に、

被相続人が生前または遺言で指定した者

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

第２順位 指定家督相続人

第３順位 第１種 選定家督相続人

第１種法定家督相続人・指定家督相続人がいない場合、

① 家女である配偶者 ② 兄弟 ③ 姉妹
④ ①に該当しない配偶者 ⑤ 甥姪
の順位で家族の中から

被相続人の父母または親族会によって選定された者

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

第２順位 指定家督相続人

第３順位 第１種 選定家督相続人

第４順位 第２種 法定家督相続人
⇒家族である直系尊属

第１種法定家督相続人・指定家督相続人・第２種法定家督相続人が
いない場合、

被相続人の直系尊属
まず親等の近い者優先、次いで男が優先する

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

第１順位 第１種 法定家督相続人
⇒家族である直系卑属 ※代襲相続の適用あり

第２順位 指定家督相続人

第３順位 第１種 選定家督相続人

第４順位 第２種 法定家督相続人
⇒家族である直系尊属

第５順位 第２種 選定家督相続人

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の順位・順序（死亡の場合）

続人

第３順位 第１種 選定家督相続人

第１種法定家督相続人・指定家督相続人がいない場合、

配偶者・兄弟姉妹・甥姪の中から、
被相続人の父母または親族会によって選定された者

第５順位 第２種 選定家督相続人

第１～第４順位すべてがいない場合、親族会によって、
① 被相続人の親族、家族、分家 等から選定された者

②（①がいない場合）他人のなかから選定された者

相続の開始が 明治��年�月��日 から 昭和��年�月�日 まで



甲

旧民法に基づく相続人‐家督相続

家督相続人の特定（代襲相続の具体例）

（被）Ａ

妻 乙

丙

長男

戸主

妻

二男

＞異親等の者の間では親等の近い者が優先

Ａより先に死亡

＞家督相続人となるべき者（甲）が、家督相続開始前に死亡した場
合、そのものに直系卑属がある場合は、その直系卑属（丙）は、そ
の者（甲）と同順位にて家督相続人となる（代襲相続の規定）。

長男の子（丙）は、二男（乙）に優先して、家督相続人となる



家督相続に関する戸籍の収集

①被相続人（前戸主）が戸主である戸籍
⇒家督相続の記載のあるもの

②家督相続人（新戸主）が戸主である戸籍
⇒家督相続直後の戸籍

家督相続人以外の者の戸籍謄本等を取得する必要
はない。

旧民法に基づく相続人‐家督相続



家督相続人の特定

家督相続が届出されると戸籍に記載されているが、
まれに戸籍に記載のないものがある。この場合は、
戸籍を見ながら家督相続人を特定していく。

家督相続人に該当する者がいた場合は、

その者を家督相続人とする家督相続の記載があった
ものとして処理を進める。

家督相続人に該当する者がいない場合
⇒家督相続人不選定として、新法を適用する。

旧民法に基づく相続人‐家督相続



旧民法に基づく遺産相続人の順位

相続の開始（被相続人の死亡）が明治��年�月��日から昭和��年�月�日
第１順位の遺産相続人 第２順位の

遺産相続人 
第３順位の遺産相続

人 
第４順位の遺

産相続人 
直系卑属（同じ戸籍に在籍し

ていることを要しない。）（※

１）（※２） 

配偶者 親等の近い直系尊属

（同じ戸籍に在籍し

ていることを要しな

い。）（※３） 

戸主（※４）

（※５） 

代襲相続は無制限に適用（曾

孫以下にも） 
 ※ 異親等の者の間では、親等が近いものが優先
※ 兄弟姉妹は相続人とならない
※ 最後（第４順位）に戸主（戸主は常に存在するはず）

として、遺産の国庫帰属を防いでいる。
※ 遺産相続人は同じ戸籍に記載されていないことも。

⇒必ず特定が必要

遺産相続・・・戸主でない家族の相続

旧民法に基づく相続人‐遺産相続



遺産相続に関する戸籍の収集

第１順位の直系卑属、第３順位の直系尊属とも
同じ戸籍（家）にいることを要しないため、
戸籍収集の考え方は、新民法での収集と
同じ考え方をする。

以下につき、出生から死亡の戸籍が必要なこと
も新民法と同じ

●被相続人
●代襲相続の場合の被代襲者

遺産相続の場合は、収集戸籍、最終相続人数が膨大となる
ことが多い

旧民法に基づく相続人‐遺産相続



被相続人の生前の家督相続と、その後の相続の関係の例

① ＡとＢの婚姻

② Ｃの出生

③ Ｄの出生

ⅰ Aが不動産１を取得

④ Ａの隠居

ⅱ Aが不動産２を取得

－ 新民法（現行民法）施行 －

夫Ａ

（戸主）
妻Ｂ

長男Ｃ

（次の戸主）二男Ｄ

①

②③

④

⑤

ⅰ Ａが隠居する前から取得していた不動産１は、Ａの隠居により
家督相続人Ｃが相続する。

ⅱ Ａが隠居してから取得した不動産２については、
Ｂ、Ｃ、Ｄが相続人となる。

隠居との関係 不動産１、不動産２とも、現在もＡ名義のままとする。

⑤ Ａの死亡

旧民法に基づく相続人‐遺産相続



被相続人の生前の家督相続と、その後の相続の関係の例
入夫婚姻との関係

① Ｂと先妻の婚姻

② Ｄの出生

③ 先妻の死亡

ⅰ Aが不動産１を取得

④ ＡとＢの入夫婚姻（Ｂが戸主となる入夫婚姻）

ⅱ Aの不動産２を取得

⑤ Ｃの出生

⑥ Ｂの死亡
⑦ Ａの死亡

Ｂ

長女
Ｄ

先妻妻Ａ
（女戸主）

長女
Ｃ

夫
（入夫）Ｂ
（次の戸

主）

①

②

③
④

⑤

⑥⑦

ⅰ Ａが入夫婚姻する前から取得していた不動産１については、
入夫が戸主となる入夫婚姻によって家督相続で戸主Ｂの財産となり、
新民法施行後のＢの死亡によって、Ａ、ＣだけでなくＤも相続人となる。
（Ａの死亡によるＡの相続分についてはＣのみが相続人となる）

ⅱ Ａが入夫婚姻してから取得した不動産２については、
旧民法化においても、家督相続の対象ではなく、
Ａ個人の遺産相続の対象であり、
Ａが新民法施行後に死亡した場合、Ｃのみが相続人となる。

不動産１、不動産２とも、現在もＡ名義のままとする。

－ 新民法（現行民法）施行 －

旧民法に基づく相続人‐遺産相続



定義

【継子】（けいし・ままこ）
配偶者の子 にして、

・その婚姻の当時、配偶者の家にある者
又は ・婚姻中にその家に入った者

を、他方の配偶者から見て継子といった。

【継親】
継子から見て、当該他方の配偶者を継親といった。

効果（旧民法��	条）

・継親と継子との間は、親子と同一の親族関係（嫡出子）が生じた。

・養親子関係と異なり、養子縁組届のようなものがあるわけでは
なく、要件を備えると、当然に継親子関係が生じた。

旧民法特有の親族関係
継親子関係

家督相続の記載がなく家督相続人の特定を必要と
する場合、遺産相続の場合に直系卑属となる旧民
法特有の「継子」についての理解が必要となる。



旧民法特有の親族関係
継親子関係（具体例１）

① 夫と先妻の婚姻

② 子の出生

③ 先妻の死亡

④ 夫と妻の婚姻

継親子
関係が成立

妻 夫 先妻

子

①

②

③

④

婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍した際に、当該夫（実父）の戸籍
に、夫の先妻との子が在籍している場合

その婚姻と同時に、
当該妻と当該子には継母と継子の関係が生じた。



旧民法特有の親族関係

婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍した後に、妻の先夫との子を当該
夫（実母の夫）の戸籍に引取入籍した場合

その引取入籍と同時に、
当該夫と当該子には継父と継子の関係が生じた。

① 先夫と妻の婚姻

② 子の出生

③ 先夫の死亡

④ 夫と妻の婚姻

⑤ 子の入籍

継親子

関係が成立

先夫

子

夫 妻

子

妻
①

②

③

④

⑤

引取入籍

継親子関係（具体例２）



旧民法特有の親族関係

戸籍上の続柄

●戸主の継子は継子男、継子女と記載され、戸主の継親は継父、継母
と記載された。

●なお、戸主でない者との続柄は必ずしも継親子関係が明らかな記載
ではない場合もあったが、続柄の記載に関わらず、要件を備えると、
当然に継親子関係が生じた。

継子となるべき者（養子、継子）

●継子となるべき者は、継親となるべき者の配偶者の実子に限られず、
養子、継子も含まれた。

継親子関係（注意点）



定義

【庶子】
父に認知された非嫡出子

【嫡母】
庶子の父と婚姻し入籍した者

効果

・嫡母と庶子との間は、親子と同一の親族関係が生じた。

・夫の庶子は、妻の非嫡出子とされた。

旧民法特有の親族関係
嫡母庶子関係（継親子関係の一種）



旧民法特有の親族関係

婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍した際に、当該夫（実父）の戸籍
に、夫の庶子が在籍している場合

その婚姻によって、
当該妻と当該庶子には嫡母と庶子の関係が生じた。

嫡母庶子関係（具体例）

① 庶子の出生・認知

② 夫と妻の婚姻

嫡母庶子

関係が成立

※ 庶子の母は別の戸籍に在籍

妻 夫

庶子
①

②



旧民法特有の親族関係

● 継親子関係の基礎となった夫婦の離婚（継親の離婚）

● 継親子関係の基礎となった夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が
去家（分家を除く）した場合

● 応急措置法の施行
※ 応急措置法の施行前に継親子間で発生した相続関係については
遡って消滅することはない。

※ 家附の継子の例外あり

継親子関係の消滅

● 継親子関係の基礎となった夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が
去家（分家）した場合

● 継子が婚姻などで他の戸籍に入籍しても（原因の如何を問わず）、
継親子関係は消滅しなかった。

継親子関係の継続



● 継親子関係の基礎となった夫婦の離婚（継親の離婚）

● 継親子関係の基礎となった夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が
去家（分家を除く）した場合

● 応急措置法の施行
※応急措置法の施行前に継親子間で発生した相続関係が遡って
消滅することはない。

※家附の継子の例外あり

旧民法特有の親族関係
継親子関係の消滅（具体例１）

① 夫と先妻の婚姻

② 子の出生

③ 先妻の死亡

④ 夫と妻の婚姻

⑤ 夫と妻の離婚

継親子

関係が消滅

妻 夫 先妻

子

①

③

②

④

⑤



● 継親子関係の基礎となった夫婦の離婚（継親の離婚）

● 継親子関係の基礎となった夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が
去家（分家を除く）した場合

● 応急措置法の施行
※応急措置法の施行前に継親子間で発生した相続関係が遡って
消滅することはない。

※家附の継子の例外あり

旧民法特有の親族関係
継親子関係の消滅（具体例２）

① 夫と先妻の婚姻

② 子の出生

③ 先妻の死亡

④ 夫と妻の婚姻

⑤ 夫の死亡

継親子 ⑥ 妻の去家

関係が消滅

妻 夫 先妻

子

①

③

②

④

⑤

⑥



旧民法特有の親族関係
継親子関係の継続（具体例１）

分家 ① 夫と先妻の婚姻

② 子の出生

③ 先妻の死亡

④ 夫と妻の婚姻

⑤ 夫の死亡

継親子 ⑥ 妻の分家

関係が継続

妻 夫 先妻

子

妻

（戸主）

①

②

③

④

⑤

⑥

● 継親子関係の基礎となった夫婦の一方が死亡し、
生存配偶者が去家（分家）した場合、
継親子関係は消滅しない。

● 継子が婚姻などで他の戸籍に入籍しても（原因の如何を問わず）、
継親子関係は消滅しなかった。



旧民法特有の親族関係
継親子関係の継続（具体例２）

① 夫と先妻の婚姻

② 子の出生

③ 先妻の死亡

④ 夫と妻の婚姻

⑤ 子の婚姻

継親子
関係が継続

配偶者

妻 夫 先妻

子

子

①

②

③

④

⑤

● 継子が婚姻などで
他の戸籍に入籍しても
（原因の如何を問わず）、
継親子関係は消滅しない。



旧民法特有の親族関係
継親子関係と相続に関する例１

① ＢとＣの婚姻

② Ｄの出生

③ Ｃの死亡

④ ＢとＡの婚姻

⑤ Ａの死亡

妻Ａ
夫Ｂ

（戸主）

先妻

Ｃ

長男

Ｄ

Ａの死亡時

ＤはＡの継子

①

②

③

④

⑤

婚姻によって妻Ａが戸主である夫Ｂの戸籍に入籍した際に、
Ｂの戸籍に、Ｂと先妻亡Ｃとの長男Ｄが在籍している場合は、
その婚姻と同時に、ＤはＡの継子となったため、
その後、被相続人Ａが旧民法施行中に死亡したことで開始した
遺産相続においては、
ＤはＡの遺産相続人となる。



旧民法特有の親族関係
継親子関係と相続に関する例２

もし、Ｂと先妻亡Ｃとの長女Ｅがいたとして、
そのＥが、ＡとＢの婚姻より前に、
婚姻によって他の戸籍に入籍していたとすると、
ＡとＥには継親子関係は生じず、
ＥはＡの遺産相続人とはならない。

① ＢとＣの婚姻

② Ｅの出生

③ Ｄの出生

④ Ｅの婚姻

⑤ Ｃの死亡

⑥ ＢとＡの婚姻

⑦ Ａの死亡

Ｅ 夫

ＥはＡの子で

はなかった。

妻Ａ
夫Ｂ
（戸主）

先妻

Ｃ

長男

Ｄ

Ａの死亡時

ＤはＡの継子

長女

Ｅ

①

②③ ④

⑤

⑥

⑦



旧民法特有の親族関係
継親子関係と相続に関する例３

被相続人Ａが応急措置法の施行（昭和��年�月�日）以後に死亡したことで
開始した相続においては、
応急措置法の施行以後はＤはＡの子ではないから、
ＤはＡの相続人とはならない。

① ＢとＣの婚姻

② Ｄの出生

③ Ｃの死亡

④ ＢとＡの婚姻

⑤ 応急措置法の施行

⑥ Ａの死亡

妻Ａ
夫Ｂ

（戸主）

先妻

Ｃ

長男

Ｄ

応急措置法の

施行後はＤはＡの子ではない。

①

②

③

④

⑤

⑥



旧民法特有の親族関係
継親子関係と相続に関する例４

① ＢとＣの婚姻

② Ｄの出生

③ Ｃの死亡

④ ＢとＡの婚姻

⑤ ＡとＢの離婚

⑥ Ａの死亡

Ａ 妻Ａ
夫Ｂ

（戸主）

先妻

Ｃ

長男

Ｄ

Ａの死亡時

ＤはＡの子ではなかった。

①

②

③

④

⑤⑥

ＡとＢが離婚したとすると、
その後、被相続人Ａが旧民法施行中に死亡したことで開始した
遺産相続においては、
もはやＤはＡの子ではないから、
ＤはＡの遺産相続人とならない。



旧民法特有の親族関係
継親子と代襲相続の関係１

① ＣとＤの婚姻

② Ｂの出生

③ 先夫とＥの婚姻

④ Ａの出生

⑤ 先夫の死亡

⑥ Ａの入籍

⑦ Ｂの死亡

⑧ Ｃの死亡

継親子

関係が成立

母Ｄ父Ｃ

ＡはＣの孫にならなかった。

先夫

子Ａ

子（夫・
継父）
Ｂ

妻（母）
Ｅ

継子
（子）
Ａ

妻Ｅ

①

②
③

④

⑤⑤

⑥

⑦

⑧

継親子関係によって、継父母と継子との間に親子の関係を生じたが、
継父母の血族と継子との間に親族関係を生じるものではなかったため、
継子Ａは、継父Ｂの実父Ｃの孫にはならなかった。

このため、Ｃを被相続人とする遺産相続において、Ｃが死亡する前にＢが
死亡していたとしても、Ａは、Ｂを代襲することはなく、
Ｃの遺産相続人となることはない。



旧民法特有の親族関係
継親子と代襲相続の関係１

① ＣとＤの婚姻

② Ｂの出生

③ 先夫とＥの婚姻

④ Ａの出生

⑤ 先夫の死亡

⑥ Ａの入籍

⑦ Ｂの死亡

⑧ Ｃの死亡

母Ｄ父Ｃ

先夫

子Ａ

子（夫・
継父）
Ｂ

妻（母）
Ｅ

継子
（子）
Ａ

妻Ｅ

①

②
③

④

⑤⑤

⑥

⑦

⑧

［現行民法では］

・ＢとＥが婚姻したのみでは、Ｂ・Ａ間に親子関係は生じない。
⇒ ＡはＢを代襲してＣの相続人とはならない。

・ＢとＡが養子縁組をした場合、
⇒ （ＣにとってＡは孫となり）ＡはＢを代襲してＣの相続人となる。



旧民法特有の親族関係
継親子と代襲相続の関係２

① 先夫とＥの婚姻

② Ｂの出生

③ ＢとＢの先妻の婚姻
④ Ｃの出生

⑤ 先夫の死亡継親子

⑥ Ｂの先妻の死亡
関係が成立

⑦ ＡとＥの婚姻

⑧ Ｂの入籍

⑨ Ｃの入籍

⑩ ＢとＢの後妻の婚姻

⑪ Ｄの出生

⑫ Ｂの死亡

⑬ Ａの死亡

Ｂの
後妻

Ｄ

先夫

子Ｂ

継父
（夫）
Ａ

妻Ｅ

継子
（子）
Ｂ

妻Ｅ

ＤはＡの孫となったが、

Ｃは孫とはならなかった。

Ｂの
先妻

ＣＣ

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑫

⑬

⑪

継親子関係の成立後に出生した継子の子Ｄは継親の孫になったが、
継親子関係の成立前に出生していた継子の子Ｃは継親の孫とはならない。

［現行民法でＡがＢを養子にした場合］
養子縁組後に生まれた子ＤはＡの孫となるが、
養子縁組前に生まれていた子ＣはＡの孫とはならない。



旧民法特有の親族関係
去家による養親子関係の消滅

養親子関係の終了事由

現行民法 離縁

旧民法 離縁 または 養親の去家

応急措置法施行以後

応急措置法の施行までに
養親の去家によって消滅した養親子関係は、
応急措置法の施行によっても回復することはない。



旧民法特有の親族関係
去家による養親子関係の消滅と相続１

夫Ａと妻Ｂが婚姻し、
ＢがＡの戸籍に入籍し、
後日、ＡとＢがＣを養子とした。
その後、ＡとＢが離婚し、Ｂが実家に復籍した後に、
Ｂが被相続人として旧民法施行中に死亡すると、
ＣはＢの遺産相続人とはならない。

① ＡとＢの婚姻

② ＡＢとＣの養子縁組

③ ＡとＢの離婚

④ Ｂの死亡

Ｂ

ＣはＢの子で

はなくなった。

夫（養

父）Ａ

妻（養

母）Ｂ

養子

Ｃ

①

②

③ ④



旧民法特有の親族関係
去家による養親子関係の消滅と相続２

夫Ａと妻Ｂが婚姻し、
ＢがＡの戸籍に入籍し、
後日、ＡとＢがＣを養子とした。

その後、旧民法施行中にＡとＢが離婚し、Ｂが実家に復籍した後に、
Ｂが被相続人として、応急措置法施行後に死亡しても、
ＣはＢの相続人とはならない。

① ＡとＢの婚姻

② ＡＢとＣの養子縁組

③ ＡとＢの離婚

④ 応急措置法の施行

⑤ Ｂの死亡

Ｂ

応急措置法

の施行後も、

夫（養

父）Ａ

妻（養

母）Ｂ

養子

Ｃ

ＣはＢの子で

はない。

①

②

③

④

⑤



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例

家附の継子

被相続人（継親）にとって継子であり、その家で生まれた者

特例とは

通常の継子・・・応急措置法の施行により継親子関係が消滅
したため、相続権はなし

家附の継子・・・一定の場合、相続権を有する



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例

家附の継子の例

① ＡとＢの入夫婚姻（入夫が戸主とならない入夫婚姻）

② Ｃの出生

③ Ｂの死亡

④ ＡとＤの入夫婚姻（入夫が戸主となる入夫婚姻）

ＤにとってＣは、
家附の継子に該当した。

入夫Ｄ

（次の

戸主）

女戸主

Ａ
入夫Ｂ

長男Ｃ

①

②

③
④

女戸主ＡがＢと入夫婚姻（入夫が戸主とならない入夫婚姻）し、
長男Ｃが誕生した後（Ａの戸籍に在籍）、
Ｂが死亡し、
ＡがＤと入夫婚姻（入夫が戸主となる入夫婚姻）した場合

⇒ ＤにとってＣは「家附の継子」となった。



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例
家附の継子の特例ではない例

妻は戸主とならないため、家附の継子の特例なし。



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例
家附の継子 でない例

夫（戸主）ではなく、継子の方が他家から入っているため、
子は夫にとって家附の継子とならない。



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例
「家附の継子」に相続権が付与される要件

① ＡとＢの入夫婚姻（入夫が戸主とならない入夫婚姻）

② Ｃの出生

③ Ｂの死亡

④ ＡとＤの入夫婚姻（入夫が戸主となる入夫婚姻）

ＤにとってＣは、
家附の継子に該当した。

入夫Ｄ

（次の

戸主）

女戸主

Ａ
入夫Ｂ

長男Ｃ

①

②

③
④

◆ 被相続人が新民法施行後に死亡したこと
◆ 被相続人が、応急措置法施行の際において戸主であった者であり、
その者が、婚姻又は養子縁組によって他家から入った者であったこと

◆ 相続権を有すべき者は、応急措置法施行の際において被相続人の家附
の継子であった者であること

◆ その戸主が、応急措置法施行後に婚姻の取消し若しくは離婚
又は縁組の取消し若しくは離縁によって氏を改めていないこと



旧民法特有の親族関係
新民法施行後(昭和23.1.1～)に開始した
相続における家附の継子の相続権の特例

① ＡとＢの入夫婚姻（入夫が戸主と
ならない入夫婚姻）

② Ｃの出生

③ Ｂの死亡
④ ＤとＦの婚姻
⑤ Ｅの出生
⑥ Ｆの死亡
⑦ ＡとＤの入夫婚姻（入夫戸主と

なる入夫婚姻）

⑧ 応急措置法の施行
⑨ 新民法の施行
⑩ Ｄの死亡

入夫Ｂ

長男Ｃ

Ｄ先妻Ｆ

長女Ｅ

応急措置法の施
行後はＣはＤの子
ではなくなった
が、新民法施行
後に開始した相
続においては、応
急措置法施行の
際に家附の継子
であったため、Ｄ
の相続人となる。

入夫Ｄ
（次の
戸主）

女戸主

Ａ

①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩

家附の継子の特例がなければ応急処置法の施行により
Ｄ・Ｃ間の継親子関係は消滅する（ＣはＤの相続人とならない）が、

特例により、新民法施行後に
が死亡した場合でも、
Ａ・Ｅに加え、ＣもＤの相続人となる。

「家附の継子」の相続に関する例（特例適用例）



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は
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静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会について

・静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会とは
・静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会の活動
・相続⼈調査について
・司法書⼠をご活⽤ください



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会とは

●⼀般社団法⼈静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会は，司法書⼠法にそ
の設⽴根拠をもつ公共の利益となる事業に登記を通じて寄与するため
に設⽴された組織です。

●社員は全て県内司法書⼠であり，社員数は，100名を超えています。
●昭和60年の設⽴以来，数多くの嘱託登記事件を取扱っています。
●⻑期相続登記等未了⼟地解消作業における相続⼈調査を、静岡地⽅
法務局より平成30年度から令和6年度（7年間）まで毎年継続して受
託し、合計3,000件を超える複雑な相続案件を処理しております。

【受託可能な官公署等】

①国⼜は地⽅公共団体
②司法書⼠法第６８条第１項の政令（司法書⼠
法施⾏令第４条）で定める公共の利益となる事
業を⾏う者
③司法書⼠法第６８条の法令により国⼜は地⽅
公共団体とみなして不動産登記法が準⽤される
諸団体

【受注から納品までの体制】

県内くまなく社員を配置しています。社員を
１０地区（浜松，湖⻄，磐⽥，掛川，志太榛原，
静岡，清⽔，富⼠，沼津，下⽥）に分けており，
また，各地区の官公署との窓⼝としての役割を
担う担当者を設けることで，受託から納品まで
迅速に対応できる体制を確⽴しています。
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(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会の活動

• ⽤地買収問題シリーズ研修会の開催（平成30年度〜）
（公益社団法⼈静岡県公共嘱託登記⼟地家屋調査⼠協会との共催）

・第1回 休眠担保権抹消に関する登記⼿続き（基礎編）
・第2回 旧⺠法から現⾏⺠法に⾄る相続適⽤法の変遷と相続⼈調査

の⽅法
・特別編 所有者不明⼟地と未登記問題
・第3回 ⺠法・不動産登記法改正 〜共有状態の解消を中⼼に 〜
・第4回 不動産登記法改正 〜登記に関する論点を中⼼に 〜
・第5回 「記名共有地」等に関する登記・法律実務
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(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

相続⼈調査について
当協会は、不動産の権利に関する登記の嘱託⼜は申請

登記⼿続の代理業務の前提となる相続⼈調査業務を受託
することにより、所有者不明⼟地問題の解消に向け、積
極的に取り組んで参ります。
相続⼈調査のご依頼は、下記までご連絡下さい。

静岡県公共嘱託登記司法書⼠協会 事務局
TEL 054-289-3700

70

相続⼈調査について



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は

71

司法書⼠をご活⽤ください

司法書⼠法及び⼟地家屋調査⼠法の⼀部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は，本法の施⾏に当たり，次の事項について格段の配慮をすべきである。
（中略）

三 空き家や所有者不明⼟地問題等の諸課題の解決に当たっては，
司法書⼠及び⼟地家屋調査⼠の有する
専⾨的知⾒や財産管理，筆界確定等についてのこれまでの実績に鑑み，
その積極的な活⽤を図ること。

司法書⼠法の⼀部改正（令和２年８⽉１⽇施⾏）
（司法書⼠の使命）
第⼀条 司法書⼠は，この法律の定めるところによりその業務とする

登記，供託，訴訟その他の法律事務の専⾨家として，国⺠の権利
を擁護し，もつて⾃由かつ公正な社会の形成に寄与することを
使命とする。



(一社)静岡県公共嘱託登記司法書士協会

嘱託登記・用地買収における相続人調査のご相談は
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最後に

ご清聴頂き、
ありがとうございました。


